
広報おおはる 222024（令和6）年3月号

～外出先で大地震が起きたら～～外出先で大地震が起きたら～防災豆知識

防災NEWS防災NEWS
「災害時協力事業所登録制度」

　災害時に、行政による「公助」だけでは災害対応に限界があり、地域住民や事業所等による「自助」、「共
助」が、被害軽減や早急な復旧には欠かせないものです。
　そこで、事業所等が保有する人材や資機材等の組織力・技術力などが地域の重要な防災力の一つであ
ると考え、災害時に地域に協力できる事業所等を事前に登録する制度を設けています。
　ぜひご登録ください。
対象　法人格の有無に関わらず、町内に店舗、工場、事務所等を有する団体および町内に所在し活動拠点
を置く非営利活動法人やボランティア団体 ※町外の事業所とは災害協定を締結しています。
協力要請事項　一時避難場所、資機材、食料品・飲料水等の物資の提供等
　その他、詳細については、役場防災危機管理課までお問合せください。
申請・問合せ先　役場　防災危機管理課　内線 151・152

平成23年3月11日に起きた東日本大震災の際、首都圏においては道路や鉄道などの交通網に大きな混
乱が生じました。発生時刻が平日の帰宅ラッシュ前であり、事業所等が早期帰宅を促し、また、帰宅を断
念した者を受け入れる施設も不足していたことから、いわゆる「帰宅困難者」が街路にあふれ、混乱が生じ
ました。

外出先で大地震が起きた場合に備え、次のポイントを確認しておきましょう。
・むやみに移動（帰宅）を開始せず、最寄りの安全な場所に退避し、身の安全を確保する。
・職場等に非常用の水・食料等を備蓄する。
・自宅まで歩いて帰ることを想定し、歩きやすい靴、携帯の充電器等の防災グッズを職場に準備する。
・事前に家族や職場との安否確認手段をとり決める。
・外出先で災害情報を得るための機器（携帯電話・携帯ラジオ等）を常に携帯し、その活用方法を確認し

ておく。
徒歩帰宅支援ステーションについて

県と協定を締結した民間事業者等の店舗では、災害時に徒歩で帰宅しようとする際、
❶水道水
❷トイレ
❸店舗が知り得た災害情報の提供
の支援が受けられます。

店舗入り口に掲示された「徒歩帰宅支援ステーション」ステッカーが目印です。
問合せ先　役場　防災危機管理課　内線151

大治町災害時協力事業所一覧（令和6年2月6日時点）　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略

登録日 事業所名 大字 協力業務
労務 物資 資機材等 場所等 その他

令和3年6月25日 丸満産業株式会社 北間島 〇 〇 〇 〇 〇
令和3年6月28日 株式会社近藤工業 砂子 〇 〇
令和3年6月28日 株式会社クロスユニオン 砂子 〇 〇
令和3年7月27日 菱源株式会社 西條 〇 〇
令和4年5月27日 新東工業株式会社大治事業所 西條 〇 〇 〇 〇 〇
令和4年8月22日 株式会社太陽 砂子 〇 〇 〇
令和6年2月 6 日 株式会社大商 西條 〇 〇 〇 〇

今年度、新たに株式会社大商に登録いただきました。


